
令和6年6月14日

➤対象地域が災害救助法の適用地域に限られます
（野々市市、川北町が除外されます）

➤保証料負担が発生します

県伴走(物価高)が一部変更のうえ延長されます

5年無利子制度も一部変更のうえ引き続き

ご利用いただけます

➤対象地域が災害救助法の適用地域に限られます
（野々市市、川北町が除外されます）

県伴走(復興)

保証料率区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

一般 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

SN
災害

一律0.20％

➤金利が以下のとおりになります

＜事業者負担分 保証料率＞

資金使途 金利

真水のみ 1.15%

借換含む
※コロナ関連の借換も

含む

期間7年以下 1.85％

期間7年超 1.95％（変動）

お問い合わせ先： 保証課076-222-1522
経営支援課076-222-1550

R6.7.1保証申込受付分より

R6.7.1保証申込受付分より

全国的には伴走支援制度は6月末で終了します

県伴走が7月１日から
対象地域に限り延長
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